
研究補助等謝金業務フロー 
 

                                

 

 
 ① 依頼 

 
                        ② 提出 

             ③ 申請書作成 

                                      ④ 申請 

 
                                      ⑤ 承認     

 
                        ⑥ 実施                              

                                                                                                   
                                      ⑦  報告                                                   ⑧ 提出          

                                             

                             ⑨ 送付 

                                                                                                     

                             

 

 

                                                                                ⑩ 支払   

 

 

業務依頼者（教員等） 

業務従事者に業務内
容，勤務条件及び支払
予定額等を説明 

業務従事者 

業務内容，勤務条件等
を確認し，「臨時業務
確認書」（様式 2）を
提出 

部局会計担当係 

申請書の内容を確認
し，契約事務等責任者
の決裁（※） 

財務部経理課財務会計
係で，書面チェック 

事務局 

「臨時業務依頼申請書」

（様式 1）を作成し，「臨

時業務確認書」（様式 2）

を添付のうえ，所属部局

の会計担当係へ申請 

当月全ての業務終了
後，依頼者から確認を
うけ，「出勤表」（様式
3）を会計担当係へ提
出 

承認後，業務を実施さ
せ，依頼した業務終了
の都度，内容等を確認 
                     

支払決議 
添付書類：「謝金調書」
（様式 4） 

財務部経理課出納係か
ら，従事者の指定口座に
振込 

謝金受領 

 「出勤表」（様式 3）の
内容等について，直接，
従事者から確認する。



※外国人留学生に業務を依頼する場合 
 

一般に，外国人留学生（在留資格が「留学」・「就学」）がパート・アルバイト等をするためには，入国管理局において「資格外活

動許可」を受けることが必要です。業務従事者が外国人留学生の場合は，「資格外活動許可」を受けていることを確認してください。 

（【参考】新潟大学国際センターＨＰ http://www.isc.niigata-u.ac.jp/ISC_hp2006/handbook04-4_ja.html） 

 更に，平成 19 年 10 月よりハローワークへの届け出も必要となりました。手続きについては以下のとおりとなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

送付 届け出 

 

 写しの送付 

 

 

 

 

   

部局会計担当係 事務局 

「外国人雇用状況届出書」

を記入し，財務部財務企画

課監査係へ送付 
 
 
部局において写しを保管 

ハローワーク 

財務部財務企画課監査係

で「外国人雇用状況届出

書」に学長印を押印し，ハ

ローワークへ提出 
 
写しを部局会計担当係へ

送付 

受領
 


